
  ＝第４号＝  

養父市立大屋小学校 令和５年７月１４日発行 
                                                              
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アフターコロナの気運が高まる中、かつて実施していた６月土曜日のオープンスクールを再 

開することができました。また、これも中止していたＰＴＡの地域交流会も４年ぶりに実施でき

ました。丸一日のスケジュールとなりましたが、多くの保護者の皆さんや地域の皆さんにご参

加いただきました。授業参観の後には、保護者引き渡し訓練も計画し、盛りだくさんの内容で

したが、引き渡し、進行にご協力いただき、計画どおり進めることができました。学校、保護者、

地域が一体となったとても有意義な一日でした。ありがとうございました！！ 

午後開催の PTA地域交流会では、地区ごとに７会場にわかれて実施し、おじいちゃんお 

ばあちゃんを中心にお集まりいただき、子どもたちと様々な交流をしていただきました。この日 

は、とても蒸し暑い一日でしたが、屋外でグラウンドゴルフを教えてもった地区が４会場もあり

ました。暑い中、奮闘いただき、心から感謝いたします。その他の会場では、昔遊びや輪投げ、

ニュースポーツなど工夫を凝らした内容で、楽しい時間を過ごすことができました。 

大屋っ子は、地域の皆さんとの結びつきが強く、これからも、ふるさと大屋で交流する活動

をたくさん計画していきたいと思います。 

オープンスクール授業参観・引き渡し訓練・PTA地域交流会 
              ありがとうございました！！ 
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 久しぶりの交流会で、お見苦しい点、ご迷惑もたくさ

んおかけしたここと思います。温かくふれ合ってくだ

さり、ありがとうございました(^o^) 

℡079-669-0016 

やるぞ算数、４年生 

はりきる、１年生 

引き渡し訓練 

６月１７日(土) 



 

 

 

この夏は、梅雨らしい蒸し暑さと雨が続きます。これから大雨や台風が心配な時

期にも入りますね。コロナも少しずつ感染者が増えているようです。まだまだ完全に

はすっきりしません。普段から、熱中症を予防しながら、手洗い・うがいなど感染症

予防も続け、ゆだんすることなく危機意識も高めていきたいものです。 

さて、今年はアフターコロナで、４年ぶりに通常の夏休みが始まります。７月２１日

（金）から８月２４日（木）までの３５日間です。子どもたちは、学校を離れ、家庭や地

域でその大半を過ごします。保護者や地域の皆さんとふれあう機会が増えますね。 

ぜひともこの機会に、子どもたちに声をかけ、見守りをお願いいたします。大いに

ほめ、しかってやってください。地域の子どもは、地域で育てる。そんな大屋の伝統を

守り、更に地域のコミュニティーが発揮されることを願っています。 

 

 

 

  

 

 

 

 

がんばりました、かいこの観察！！ 

楽しみな夏休みが始まります！！ 

地域で育もう大屋っ子 

・第１学期終業式  ７月２０日（木） 

・教職員一斉年休取得日 ８月１４日(月)､15(火) 

・第２学期始業式  ８月２５日（金） 

・小中合同資源回収・大屋小奉仕作業 

         ８月２７日（日）７：３０～ 

※熱中症予防のため、 

今夏より、夏休み地区水泳は計画しません。 

大屋スポーツセンターのプールを活用しましょう。 

 

６月、今年もかいこの飼育観察学習に取り組みました。

２年生は、できたまゆからまゆ人形にもしてみます。３年生

は、理科学習として、くわの葉で育てるものと、人工のエサ

で育てるものの育ち方の違いを観察しました。人工 

のエサを食べた方が大きく育ちました。かいこ学習 

は、大屋小学校の特色のひとつです。蔵垣かいこ 

の里の皆さんにお世話になって、これからも続け、 

かいこ博士の大屋っ子に育って欲しいです！！ 
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くわの葉かいこ   人工飼料かいこ 
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 変更前（これまで） 変更後（８／２７の回収から） 

地域の 

協力方法 

 

各世帯は、自宅前に

回収品を出していた。 

①各世帯は、原則ごみ集積場所に回収品を出す。 

②支援が必要となる高齢者世帯などは、これまで

と同様に自宅前に回収品を出す。 

ＰＴＡの 

回収方法 

一軒ずつ全世帯を巡

回して回収していた。 

地区内を巡回し、ごみ集積場所と自宅前で回収す

る。 

 
ご理解とご協力をお願いいたします。 


